
住まい

坂町公営住宅　入居者募集！ 役場産業建設課　☎820－1512

【住宅種別】一般公営住宅 （10月24日現在）

項目 小屋浦一丁目住宅
構造等 鉄骨造３階建　 和元年度建設
戸数・間取り等 108号室、107号室　2DK／約52㎡　※車いす専用
住宅使用料
（収入階層による）19,700円～29,300円

駐車場使用料 2,000円　※１世帯１台に限る
申込期間 随時募集中（先着順）

申込方法 坂町営住宅入居申込書に必要事項を記入し、必要書類を添えて申し込んで
ください。

受付場所 役場３階　産業建設課（平日　８時30分～17時30分）
選考方法の概略 入居申込者の入居資格審査により決定します。
入居可能時期 別途通知します。

入居資格

１．同居親族があること。（婚約者を含む）
２．  入居者もしくは同居者が坂町出身者（その親または祖父母のいずれか
が坂町出身者である場合を含む）または町内に一定期間住所もしくは
勤務地を有する者。（※住所の一定期間は１年以上、勤務地の一定期間
は２年以上）

３．納付すべき税等を滞納していないこと。
４．収入が基準以内であること。（入居者全員の政 月収が158,000円以内）
５．入居申込者及び同居者が暴力団員ではないこと。

住まい

　マンションなど複数戸で１個のメーターを使用する一括メーター方式の建物では、申請に
より、建物全体の使用水量を各戸が均等に使用したものとみなし、入居戸数分の基本料金と
低額な従量料金で、水道料金を算定する制度があります（下水道使用料も同様）。
　ただし、単身者用マンションなど使用水量が少ない建物では効果がない場合や、建物の形
態により制度の適用条件に該当しない場合もあります。詳しくは広島市水道局ホームページ
をご覧いただくか、広島市水道局安芸営業所へお問い合わせください。
問合せ　広島市水道局安芸営業所　☎821－4949
　　　　※音声案内に従って【２】を押してください。

【広島市水道局からのお知らせ】マンションなどの水道料金等の特例制度

広島市水道局
ホームページ

絶対施錠宣言！
犯人が狙うのは・・・
★ のかかっていない自転車
★ を簡単に壊すことのできる自転車

問合せ　海田警察署　☎820－0110

自転車盗難防止の心掛け
　　駐輪時
　　　短時間でも
　　　　ツーロック！

めじろコーポこやうら　入居者募集！ 住宅に関すること（役場産業建設課） ☎820－1512
子育て支援センターに関すること（役場民生課） ☎820－1505

【住宅種別】町有住宅（一般世帯向け定期借家）※子育て世帯向け住戸とは異なります
（10月24日現在）

項目 １号棟
構造等 鉄筋コンクリート造５階建　昭和60年度建設
戸数・間取り等 １戸（405号室）3DK／約53㎡
住宅使用料 45,800円（共益費800円別）

【住宅種別】町有住宅（子育て世帯向け定期借家） （10月24日現在）

項目 １号棟 ２号棟 ３号棟
構造等 鉄筋コンクリート造５階建　昭和60年度建設（平成29年度改修）

戸数・間取り等 ７戸2LDK／約53㎡※１階１戸は身障者等優先 ８戸　3DK／約53㎡ ８戸　3DK／約53㎡

住宅使用料 １～２階35,000円／３階34,000円／４階33,000円／５階32,000円（共益費800円別）

その他
※２年経過時に、最年少の同居者が18歳になる年度末まで再契約できます。
※町有住宅には、子育て仲間の出会いが生まれる場として子育て支援セン
ター（小屋浦パオちゃんルーム）を設置しています。

共通項目
駐車場使用料 2,000円　※１世帯１台に限る
申込期間 随時募集中
申込方法 坂町有住宅入居申込書に必要事項を記入し、必要書類を添えて申し込んでください。
受付場所 役場３階　産業建設課（平日　８時30分～17時30分）
選考方法の概略 入居申込者の入居資格審査により決定します。
入居可能時期 別途通知します。

入居資格

１．【一般世帯】同居親族（婚約者を含む）があること。
　　【子育て世帯】 同居親族に中学校就学中までの児童があること。（妊娠中を含む）
２．納付すべき税等を滞納していないこと。
３．坂町営住宅及び坂町特定公共賃貸住宅からの転居者でないこと。
４．入居申込者及び同居者が暴力団員でないこと。

※生活する上で支障が生じる箇所のみ修繕を実施しています。
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（小屋浦三丁目）令和４年11月１日生

たくさんあそんで、たくさんわ
らって、たのしい１さいをすご
してね！
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くん
（坂東二丁目）令和４年11月22日生

１さいのお誕生日おめでとう！
たくさんごはんを食べて
笑顔いっぱいの毎日をすごそ
うね！

問合せ　役場企画財政課　☎820－1507　　　  kikaku@town.saka.lg.jp

　このコーナーへの掲載を希望される場合は、誕生日の前月10日までに、お子様の写真・氏名（ふりが
な）・住所・電話番号・生年月日・一言コメント（40字程度）を役場企画財政課へ持参、またはメール（件
名に「広報」と記入）で提出してください。
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